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１ 趣 旨 

事業者の指定基準を定める「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び 

運営に関する基準（以下、「厚生労働省令」という。）の一部を改正する省令」が平成２７年 

４月１日に施行されることから、本市の定める条例についても一部改正を行うものです。 

２ 一部改正する条例 

「川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例」 

（平成２４年１２月１４日条例第５４号） 

３ 省令基準の区分 

省令基準の内容には、「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」があります。 

① 従うべき基準 必ず適合しなければならない基準 

② 標準 通常よるべき基準 

③ 参酌すべき基準 十分参照しなければならない基準 

４ 対象となる児童福祉施設等 

●省令第５１条関係 

   南部地域療育センター 

中央療育センター（通所部門） 

西部地域療育センター 

北部地域療育センター 

●省令第６６条及び６９条関係 

 指定放課後等デイサービス事業所 

５ 本市の考え方 

  省令のとおり 

６ 施行期日 

平成２７年４月１日 

７ 改正内容 

条例条項 省令の改正内容等 
区 

分 

第５２条

第２項 

厚生労働省令第５１条第２項において、児童発達支援センターにおける指定

児童発達支援事業者の役割が規定されているが、相談に応じ援助を行う対象

に、これまで規定されていた家庭のほか、障害児本人や障害児が通う保育所、

幼稚園、小学校もしくは特別支援学校等の施設を追加する。 

（説明） 

本市では市内４か所の地域療育センター（児童発達支援センター）で相談支

援を実施しており、従前から家庭のみならず、上記施設に対する支援も行って

いることを踏まえ、省令の基準に合わせて改正を行う。 

③ 

第６２条

の２ 

厚生労働省令第５４条の８において、指定小規模多機能型居宅介護事業者を

基準該当事業所としてみなし、児童発達支援等を提供できると規定されている

が、基準該当事業所に指定看護小規模多機能型居宅介護事業者を追加する。 

（説明） 

介護保険法に基づく指定複合型サービスが、指定看護小規模多機能型居宅介

護に分類されたことに併せ、新たに指定看護小規模多機能型居宅介護事業者に

おいて児童発達支援等が提供できるように、省令の基準に合わせて改正を行

う。 

 ア 第５４条の８第４号 従業者の員数について ① 

 イ 第５４条の８第２号 利用定員について ② 

 ウ 第５４条の８第１号 登録定員について ③ 

 エ 第５４条の８第３号 設備について ③ 

 オ 第５４条の８第５号 関係施設との連携 ③ 

第７４条

厚生労働省令第６６条において、放課後等デイサービス事業を行うにあたり

置くべき従業者及び員数について、主として重症心身障害児が利用する場合の

規定を追加する。 

（説明） 

放課後等デイサービス事業は、これまで主に重症心身障害児が利用する場合

の規定がなかったため、省令の基準に合わせて改正を行う。 

① 

第７７条
厚生労働省第６９条に主として重症心身障害児が利用する場合の利用定員

を５名とする規定を追加する。 
② 

新たに 

規定 

厚生労働省令第７１の３の２に基準該当放課後等デイサービス事業所の利

用定員を１０名以上とする規定を追加する。 
② 

川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部改正の概要 

資料 １



川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営の基準等 

に関する条例の一部改正について 

 市民の皆様から意見を募集します 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準の一

部を改正する省令（以下「厚生労働省令」という。）が公布され、平成２７年４月１日に施行

されることから、川崎市が制定している「川崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び

運営の基準等に関する条例」について一部改正しますので、市民の皆様から広く御意見

を募集いたします。 

１ 意見の募集期間 

平成２７年１月２３日（金）から２月１０日（火）まで 

※郵送の場合：２月１０日（火）当日必着 

※持参の場合：２月１０日（火）１７時１５分まで 

２ 資料の閲覧場所 

川崎市役所第三庁舎２階（情報プラザ）、各区役所（市政資料コーナー）、

川崎市ホームページ「意見公募」から御覧いただけます。

３ 意見の提出方法 

御意見は、電子メール（専用フォーム）、郵送、持参、ＦＡＸのいずれかでお寄せください。 

◆ 電子メールは、インターネットで川崎市ホームページにアクセスし、ホームページ上の案内に

従って、専用のフォームを御利用ください。 

◆ 意見書の書式は自由です。必ず「題名」、「氏名（法人又は団体の場合は、名称及び代表者

の氏名）」 及び「連絡先（電話番号、ＦＡＸ番号、メールアドレス又は住所）」を明記してくださ

い。 

◆ 電話や来庁による口頭での御意見はお受けできませんので御了承ください。 

◆ お寄せいただいた御意見に対する個別回答はいたしませんが、市の考え方を整理した結果

を市のホームページで公表します。 

４ 意見募集結果の公表時期 

平成２７年２月下旬

５ 送付先・問合せ先 

 〒２１０－８５７７  川崎市川崎区宮本町１番地 

   川崎市市民・こども局こども本部こども支援部こども福祉課 

    電話 ０４４－２００－３７０２  ＦＡＸ ０４４-２００-３６３８

パブリックコメント手続資料 
資料 ２



○１事業所の登録定員は２５人、通いの定員は１５人

平成２７年４月の改
正により
「指定看護小規模多
機能型居宅介護」
と改正予定

参考資料
参考資料


